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積算計線量計による

　★活動ブログ毎日更新中！

一、 ＜教育問題について＞
1. ＜いじめ撲滅にむけて＞
（ア）「 いじめは器物損壊罪や傷害罪、殺人未
遂罪まで広がる犯罪行為。いじめは犯罪であ
るということを教育しては 」　→社会科の授業
や道徳など全ての分野で法や人権という視点
からも教育している。
（イ）「ネットは不特定多数から、安易に誹謗中
傷され、流出した情報は回収が困難になるな
ど問題。ネットいじめについてどんな対策」→
県のネットパトロールや柏のサイバーパトロー
ルから情報をもらい、各学校でも監視
（ウ）「１０年前に比べ小学校で５０歳以上の割
合が１３～１４％増加。年配の教師にネット教
育を」→講習会を開いている。情報教育モラル
も教育している。
（エ）「いじめ防止効果がでているいじめ防止
教育プログラムを作っては」→特に作成してい
ないが、今後研究していく。
２　「小学生にとっては身近なタブレット器は読
み上げ機能やネットワークで生徒一人ひとり
の習熟状態がわかるので、小学校へのタブレ
ット機器の導入を」→パソコン等はある。タブレ
ット機器の導入は研究していく。
３　「年齢の低い世代から交通ルールを徹底さ
せるために小学生に自転車免許証を交付して
は」→交通安全教育や安全指導を中学校はし
ており、自転車安全受講証を発行している。
二、 ＜情報行政のあり方＞　　　　　　　　　　
　 1. 「実名登録義務のあるFacebookで市民の
意見を募っては」→若い世代の意見も聞けると
いう理由や、効果に期待が出来るためこれか

ら総務部長と検討する。
2. 　「緊急時の個人情報の取り扱い方を決め
必要な個人情報を開示しては」→やむを得な
い場合は可能とする。今は、情報収集の仕方
にばらつきがあるため、同意方法や希望者は
手を挙げる等の方法があるが、すぐには出来
ない。対策法を含め検討していく
三、 ＜環境、建設分野＞
１　＜電気料金値上げについて＞
（ア）「東電も大口の値上げをしているが、今年
度の電気料金増額予想は」→８月からの再生
効果エネルギー負担金３００万円を含め3800
万円増加
（イ）「全施設での省エネルギー型照明の導入
を」→導入は前向き。教育施設19校・一般施
設37校に導入し、年間550万円の削減効果。
２　＜手賀沼遊歩道の整備を＞
(ア) 「護岸工事に併せて若松前の遊歩道整備
は」→湖面側に張り出した部分や天板を通る
場所等住宅地を考慮。平成26年度終了予定
(イ) 「手賀沼公園から柏方面への手賀沼沿い
遊歩道整備を」→手賀沼・手賀川協議会では
既成概念に捕われない広範囲な議論をしてい
き、来年の10月にはまとめる
四、 ＜福祉＞
１　＜介護保険ボランティアポイント制度について＞
(ア) 「施行から１年、現在６５歳以上の方３０１
人の登録者がいるが現状評価は」→登録して
いる人は増えているが活動している人は少数
(イ) 「保育園や幼稚園等にも対象施設の拡大
を考えては」→世代間交流を含め具体的に検
討している。

！
　

ベスト1時間26分

(ウ) 「４０歳以上という年齢を下げてボランティ
ア側の対象拡大を」→介護保険特別会計で
賄っているため、引き下げる事は困難。
２＜市民後見人について＞
(ア) 「全国で認知症高齢者は305万人。高齢
者を守る為に市民後見人も必要だが、現状の

　

取り組みは」→増加している。市長も申し立て
をしていて、年々人数は、増加している。
(イ) 「成年後見センターなどを作って市民後見
人の育成を」→必要ありと認識。NPO法人は
開講しているが、具体化に向けて社協、NPO
法人との連携を図っていく。

いじめ撲滅に向けて
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「時系列でみる我孫子市議会放射能対策」

　　Tel/fax :Tel/fax :  ０４−７１８３−６７０００４−７１８３−６７００

☆☆『生き甲斐、やり甲斐、育て甲斐』『生き甲斐、やり甲斐、育て甲斐』

1972年　7月23日　生まれ　（楽観的なO型）
1995年：慶応義塾大学法学部政治学科卒業
1995年：ヤオハンジャパン（株）入社
2004年：衆議院議員桜田義孝公設秘書
2007年：我孫子市議会議員初当選
全国若手市議会議員の会千葉ブロック会長
◎趣　味；　ランニング（フル3時間12分）読書（漫画も）
◎マイブーム；　ラーメン食べ歩き、ツイッター、自転車

■尖閣諸島についての中国市
民のデモ、いや暴動は中国の
権威を失墜させ、彼の国に対
する失望を感じさせるものでし
た。同様の立場であっても日本
人がレノボを壊し、中華料理店
を襲うでしょうか。「中国に宣戦
布告しろ！」と言い、中国を蔑
視した表現で暴動を起こすでし

ょうか。反日教育を受けた若い人の政府への不満
は日本叩きがはけ口になっているだけで、いずれ
中国政府が自らがこのツケを払わされる事になる
でしょう。世界も理不尽な暴動をみて、文化的では
ない行動にあきれています。対日強行路線は日
本人の眠っている愛国心を呼び起こすだけです。

　　　　　

　

◎H23.9/5：「放射線から市民の不安解消
のための安全基準と対処方法の早期制定を
求める意見書」を全会一致で可決。内閣総理
大臣、文部科学大臣、農林水産大臣、経済産
業大臣、環境大臣へ送付。
「放射性物質から市民の安全と安心を守る
決議」を全会一致で可決。市長と東京電力株
式会社へそれぞれ送付。
◎12/22：「千葉県提案の手賀沼流域下水
道終末処理場を４市１組合すべての放射性
物質を含む焼却灰等の一時保管場所とする
ことについて、断固、受け入れ拒否を表明す
る決議」を全会一致（全員賛成）で可決。県
知事へ送付。
◎H24.2/１：放射能対策特別委員会を設置
（以降2/21、 3/22、4/20、5/17、6/28、
7/17、8/17、9/21開催）
◎3/7：「放射性物質を含む土壌及び焼却灰
等の処分は国の責任において対応すること
を求める意見書」を全会一致で可決内閣総理
大臣、財務大臣、環境大臣、経産大臣へ送付。
◎3/23：「千葉県提案の高濃度焼却灰等の
一時保管場所について白紙撤回を求める決

議」を全会一致で可決。県知事へ送付。
◎6/7：「千葉県によるごみ焼却灰の一時保
管に係る住民説明会の開催に対する議長声
明文」を議長・副議長が県副知事に面会し提出。
◎6/19：手賀沼終末処理場を一時保管場
所とする6月18日の千葉県知事発表につい
て、県知事へ議長抗議文を送付。　
◎6/20:「高濃度放射性物質を含むごみ焼
却灰に係る一時保管場所についての千葉県
知事発表に反対する決議」を全会一致で可
決。県知事へ送付。
◎7/31：「高濃度放射性物質を含む焼却灰
の一時保管場所に関する質問状」を議長・副
議長・放射能対策特別委員全員で県庁を訪問し
提出。  →8.16回答書
◎8/24:「高濃度放射性物質を含む焼却灰
の一時保管場所に関する再質問状」を議長・
副議長が県庁を訪問し提出。
◎9/9：「高濃度放射性物質を含む焼却灰の
一時保管場所に関する再質問状」に対する
回答書を議長・副議長が受領。
◎9/11：全員協議会にて我孫子市議会これ
からの３つの対応を決議

。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　

・教育福祉常任委員/放射能対策特別委員/農業委員/全国
若手市議会議員の会千葉ブロック会長/天王台商店会

◎H23.9.5：「放射線から市民の不安解消のための安全基準と対処方法の早期制定を求める意見書」を全会一致で可決。内閣総理大臣、文部科学大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、環境大臣へ送付。
「放射性物質から市民の安全と安心を守る決議」を全会一致で可決。市長と東京電力株式会社へそれぞれ送付。
◎12.22：「千葉県提案の手賀沼流域下水道終末処理場を４市１組合すべての放射性物質を含む焼却灰等の一時保管場所とすることについて、断固、受け入れ拒否を表明する決議」を全会一致（全員賛成）で可決。県知事へ送付。
◎H24.2.１：放射能対策特別委員会を設置（以降2.21、 3.22、4.20、5.17、6.28、7.17、8.17開催）
◎3月7日：「放射性物質を含む土壌及び焼却灰等の処分は国の責任において対応することを求める意見書」を全会一致で可決内閣総理大臣、財務大臣、環境大臣、経産大臣へ送付。
◎3月23日：「千葉県提案の高濃度焼却灰等の一時保管場所について白紙撤回を求める決議」を全会一致で可決。県知事へ送付。
◎6月7日：「千葉県によるごみ焼却灰の一時保管に係る住民説明会の開催に対する議長声明文」を議長・副議長が県副知事に面会し提出。
◎6月19日：手賀沼終末処理場を一時保管場所とする6月18日の千葉県知事発表について、県知事へ議長抗議文を送付。　
◎6月20日：「高濃度放射性物質を含むごみ焼却灰に係る一時保管場所についての千葉県知事発表に反対する決議」を全会一致で可決。県知事へ送付。
◎7月31日：「高濃度放射性物質を含む焼却灰の一時保管場所に関する質問状」を議長・副議長・放射能対策特別委員全員で県庁を訪問し提出。
◎8月16日回答書
◎8月24日：「高濃度放射性物質を含む焼却灰の一時保管場所に関する再質問状」を議長・副議長が県庁を訪問し提出。
再質問状（H24.8.24）
◎9月4日：「高濃度放射性物質を含む焼却灰の一時保管場所に関する再質問状」に対する回答書を議長・副議長が受領。
◎9月11日：全員協議会にて我孫子市議会の３つの対応を決議
。
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◎H23.9.5：「放射線から市民の不安解消のための安全基準と対処方法の早期制定を求める意見書」を全会一致で可決。内閣総理大臣、文部科学大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、環境大臣へ送付。
「放射性物質から市民の安全と安心を守る決議」を全会一致で可決。市長と東京電力株式会社へそれぞれ送付。
◎12.22：「千葉県提案の手賀沼流域下水道終末処理場を４市１組合すべての放射性物質を含む焼却灰等の一時保管場所とすることについて、断固、受け入れ拒否を表明する決議」を全会一致（全員賛成）で可決。県知事へ送付。
◎H24.2.１：放射能対策特別委員会を設置（以降2.21、 3.22、4.20、5.17、6.28、7.17、8.17開催）
◎3月7日：「放射性物質を含む土壌及び焼却灰等の処分は国の責任において対応することを求める意見書」を全会一致で可決内閣総理大臣、財務大臣、環境大臣、経産大臣へ送付。
◎3月23日：「千葉県提案の高濃度焼却灰等の一時保管場所について白紙撤回を求める決議」を全会一致で可決。県知事へ送付。
◎6月7日：「千葉県によるごみ焼却灰の一時保管に係る住民説明会の開催に対する議長声明文」を議長・副議長が県副知事に面会し提出。
◎6月19日：手賀沼終末処理場を一時保管場所とする6月18日の千葉県知事発表について、県知事へ議長抗議文を送付。　
◎6月20日：「高濃度放射性物質を含むごみ焼却灰に係る一時保管場所についての千葉県知事発表に反対する決議」を全会一致で可決。県知事へ送付。
◎7月31日：「高濃度放射性物質を含む焼却灰の一時保管場所に関する質問状」を議長・副議長・放射能対策特別委員全員で県庁を訪問し提出。
◎8月16日回答書
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「放射性物質から市民の安全と安心を守る決議」を全会一致で可決。市長と東京電力株式会社へそれぞれ送付。
◎12.22：「千葉県提案の手賀沼流域下水道終末処理場を４市１組合すべての放射性物質を含む焼却灰等の一時保管場所とすることについて、断固、受け入れ拒否を表明する決議」を全会一致（全員賛成）で可決。県知事へ送付。
◎H24.2.１：放射能対策特別委員会を設置（以降2.21、 3.22、4.20、5.17、6.28、7.17、8.17開催）
◎3月7日：「放射性物質を含む土壌及び焼却灰等の処分は国の責任において対応することを求める意見書」を全会一致で可決内閣総理大臣、財務大臣、環境大臣、経産大臣へ送付。
◎3月23日：「千葉県提案の高濃度焼却灰等の一時保管場所について白紙撤回を求める決議」を全会一致で可決。県知事へ送付。
◎6月7日：「千葉県によるごみ焼却灰の一時保管に係る住民説明会の開催に対する議長声明文」を議長・副議長が県副知事に面会し提出。
◎6月19日：手賀沼終末処理場を一時保管場所とする6月18日の千葉県知事発表について、県知事へ議長抗議文を送付。　
◎6月20日：「高濃度放射性物質を含むごみ焼却灰に係る一時保管場所についての千葉県知事発表に反対する決議」を全会一致で可決。県知事へ送付。
◎7月31日：「高濃度放射性物質を含む焼却灰の一時保管場所に関する質問状」を議長・副議長・放射能対策特別委員全員で県庁を訪問し提出。
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＜市政報告＞■国道6号我孫子駅入口交
差点のつくし野歩道橋の増設については、市
道拡幅工事を進め、来年秋頃に完成予定。
■新木駅の自由通路と南北口エレベータ−・
エスカレーター整備については、費用割合等
協議し、１0月中にJR東日本と基本協定締結。
■立地やアクセスのよさ街の賑わいを考え候
補地を検討し、市内文化会館を市単独で整
備する方向で庁内に検討委員会を開催。

■観光振興計画は、市民２０００人、市外１０００人
のアンケート結果などをいかしながら、魅力あ
る観光づくりを目指し年度内に策定。。
■情報系企業や小売業等１０００社のアンケ
ートをもとに企業が進出しやすくなるような
市の支援策などをまとめた企業立地に関する
方針を策定する。
■ネットショップモール出店料助成は7月か
ら始め現在１社。利用者拡大に努める。

＜一寸一言＞

＜甲州市のワインを使った街興し視察＞


